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 返還促進策の取組（１／３） 

 
平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告（提言） 

 

平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告を受けた
令和元年度の機構の取組 

１ 第４期中期目標期
間に実施を検討する
施策について 

ア．コンビニ払いの拡
充による入金反映の
迅速化と新しい入金
方法の検討 
 

 

 
 

 

 

 

 

 口座未加入者の主な支払方法である払込票による金融機
関窓口での払込みでは、入金の把握に時間がかかる場合
があることから、入金情報の早期把握が出来ず、延滞解消
の対策が後手に回り、延滞の解消が遅延している可能性が
ある。このため、口座未加入者や初期延滞者に対して、適
時に入金の把握が可能となる支払方法を導入し支払方法
の改善を図る必要がある。現在、機構において払込票によ
る「コンビニ払い」の拡充について検討されており、その実現
が望まれるところである。 

 「コンビニ払い」は、スマートフォンのアプリ等の利用により
紙媒体をほとんど使用しないことも可能となるため、機構や
返還者双方の負担の軽減にもつながることが期待できる。 

 現状における決済方法においては種々の規格が登場して
おり、導入に際しコスト等を考慮すると、引き続き新しい支払
方法について検討していく必要があると考えられる。 

 

 

 

・入金反映迅速化を図るためのコンビニ収納の
2020年10月からの導入に向け、収納代行業者へ
の手数料、専用回線、返還者への周知のための
費用等の経費を令和２年度の概算要求事項とし
て提出した。 

・コンビニ収納の導入にあたり、システム改修やコ
ンビニ代行業者の要件を取りまとめ、収納代行業
務の調達を行い、業者を決定した。 

・コンビニ収納の導入に向けて、返還者への周知を
令和元年12月から開始した。 
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平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告（提言） 

 

平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告を受けた 
令和元年度の機構の取組 

１ 第４期中期目標期
間に実施を検討する
施策について 

イ．スカラネットパーソ
ナルのアプリ化の検
討 

 学生層のスマートフォン利用率の高さと利便性向上
のための機能の拡張性を考慮して、スカラネットパーソナ
ルのアプリ化について検討を進める必要があると考える
。 

 アプリ化の検討にあたっては、スカラネットパーソナルが
在学中の継続願の提出（適格認定）においても利用され
ていることから、学校の事務処理負担軽減の観点も取り
入れることが望まれる。 

 アプリ化により実現可能なプッシュ通知機能等を用いて
口座引落日や延滞情報等を通知することにより、機構は
能動的に情報発信することができることから、回収施策
においても有効的だと考えられる。 

 手続きの電子化等も可能になると思われることから、検
討にあたっては機能の拡張性も考慮して検討することが
望まれる。 

 

 

・スカラネットパーソナルをスマートフォン画面で最適
化して表示できるよう改修した。（令和元年４月） 

 

・スカラネットパーソナルのアプリ化による本人認証機
能及び届出機能の改善、プッシュ型通知の実装等に
ついて、引き続き検討を進めていく予定である。 
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 返還促進策の取組（２／３） 



Japan student services organization 

 
平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告（提言） 

 

平成30年度債権管理・回収等検証委員会報告を受けた
令和元年度の機構の取組 

１ 第４期中期目標期
間に実施を検討する
施策について 

ウ．本人、連帯保証人
、保証人以外の第三
者（親族等）への情報
提供 

 機構のコールセンターへ本人、連帯保証人、保証人以外の
第三者から返還状況に関する問い合わせがきたとしても、
個人情報保護の観点から回答できない。しかし、債務者で
はない第三者であっても、親や配偶者の場合には本人の代
理であったり、機構からの通知等への不安から電話での照
会を行われたりすることがある。第三者からの照会は無延
滞者からの方が多く入っており、機構からの通知等を工夫
することで照会が減る可能性があり、理解しやすい通知文
等について検討されることが望まれる。 

 

 

 

 本人から情報を確認してもらうことへ誘導することが可能と
考えられるが、督促等の通知の場合であれば現在の状況
を確認したいという思いについては理解できる。返還状況等
を第三者に開示するための開示可能な開示先や情報の範
囲およびそのために必要な手続きについて、個人情報保護
法等との法的な整理を踏まえて検討することが望まれる。 

 

 

・通知文の内容の改訂については、本年度すでに
振替案内については、対応済みであり、そのこと
により第三者からの照会件数が減少した。 

 具体的には、「奨学金返還の振替案内」という通
知文のタイトルを「奨学金返還の振替案内（残額
のお知らせ）」に変更し、延滞解消や振り込みを求
める通知ではないことが分かるようにした。 

 「奨学金の返還開始のお知らせ」の通知文には
QRコードを活用し、機構ホームページへのアクセ
スを誘導するよう工夫している。 
その他の通知文についても、引き続き内容の検討
をしていく。 

 

・第三者への情報提供については、個人情報保護
の観点より慎重に協議を進めていく予定である 
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 返還促進策の取組（３／３） 



1/2ページ

＜「奨学金返還の振替案内」の変更前後を比較＞

【前提】
・「奨学金返還の振替案内」とは、返還残額等の返還状況をお知らせする目的で、年1回送付している通知である。

【主な変更点】
・振替案内の趣旨を明記した。（返還の督促ではなく、残高のお知らせであること）
・返還者により読んでもらえるように、全体的に記載を簡略化した。

表面　変更前（2019/3発送分まで）



2/2ページ

表面　変更後（2019/4発送分～）



1/2ページ

＜「返還開始のお知らせ」の変更前後を比較＞

【前提】
・「返還開始のお知らせ」とは、学校長及び機構理事長名の連名で、返還開始の前月に発送している通知である。
【主な変更点】
・機構HPおよびスカラネット・パーソナルのQRコードを新規掲載した。
・返還者により読んでもらえるように、全体的に記載を簡略化した。

表面　変更前（2019/8発送分まで） 表面　変更後（2019/9発送分～）



2/2ページ

裏面　変更前（2019/8発送分まで） 裏面　変更後（2019/9発送分～）
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